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審 査 メ モ 

１ 国民生活基礎調査の変更 

国民生活基礎調査（以下「本調査」という。）について、調査計画のうち、「報告を求める

事項」（以下「調査事項」という。）「報告を求めるために用いる方法」（以下「調査方法」と

いう。）「集計事項」を、以下のとおり変更して実施する計画である。 

 

（１）調査事項の変更 

ア 改元に伴う元号の表記の変更【全ての調査票】 

① 「出生年月」等を把握する調査事項において、「新元号」の選択肢を追加する。【世

帯票及び健康票】 

 

 変更案  

【世帯票】 

 

 

 

【健康票】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  

【世帯票】 

 

 

 

【健康票】 
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② 設問等における和暦（平成）による表記部分について、西暦による表記又は和暦（平

成）と西暦の併記に変更する。【介護票、所得票及び貯蓄票】 

 

 変更案  

【介護票】例 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所得票】例 

 

 

 

 

 

 

 

【貯蓄票】例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  

【介護票】例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

【所得票】例 

 

 

 

 

 

 

 

 

【貯蓄票】例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（審査状況） 

2019年５月１日から新たな元号に改められることに伴い、①世帯票の「出生年月」、健

康票の「出生年月」及び「就業開始時期」を把握する調査事項において、「新元号」の選

択肢を追加するとともに、②介護票、所得票及び貯蓄票の設問等における和暦による年

次表記部分について、改元年である2019年は西暦表記のみに、また、2018年以前の年次

部分は和暦と西暦を併記するよう変更する計画である。 

具体的には、新元号の公表時期が改元間近になると見込まれる中、本調査の調査実施

時期（６月及び７月）との関係において、調査票等調査関係書類の作成などの準備作業

を新元号の公表時期まで先延ばしにすることは困難なため、改元後に出生又は就業した

場合の選択肢として「新元号」を追加するほか、改元年は「2019年」と西暦表記とする

一方、それ以前の年は、報告者にとって分かりやすいよう、「平成」と西暦の併記とする

こととしている。 

    これについては、改元に伴って年次表記を変更するものであり、可能な限り、報告者

にとって分かりやすいよう配慮した年次表記を行うこととしていることから、適当と考

える。 
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イ 「教育」に係る選択肢区分の削除【世帯票】 

「教育」の状況を把握する調査事項において、「特別支援学校・特別支援学級」の選

択肢を削除する。 

 変更案  

 

 

 

 

 

 現 行  

 

 

 

 

 

（審査状況） 

「特別支援学校・特別支援学級」の選択肢については、世帯票の「勤めか自営かの別

及び「勤め先での呼称」とクロス集計を行うことにより、最終学歴が特別支援学校・特

別支援学級である障害者の就業状況のみならず、障害者本人及びその家族の状況等を明

らかにし、障害者自身の自立支援や障害者のいる世帯への支援方策の検討に資すること

を目的として、前回の大規模調査である平成28年調査から追加されたものである。 

しかしながら、学校基本調査(文部科学省が所管する基幹統計調査)における特別支援

学校・特別支援学級の在学者数と比べて、本調査における捕捉率が低調となっており、

政策等への活用が困難となっている実態を踏まえ、「特別支援学校・特別支援学級の選択

肢を削除する計画である。 

これについては、本調査結果の正確性・信頼性の確保、報告者負担の軽減等の観点か

ら削除するものであり、おおむね適当と考えるが、削除に伴う支障等が生じないか確認

する必要がある。 

 

（論点） 

１ 本調査事項（選択肢）は、どのようなニーズを想定して、前回追加したのか。 

２ 本調査事項（選択肢）で把握した結果については、これまでどのような集計がなされ、

分析・利活用が行われてきたのか（平成28年及び29年の調査結果）。想定ニーズへの利

活用状況はどのような状況だったのか。 

３ 学校基本調査における「特別支援学校・特別支援学級」の在学者数に比べ、本調査に

おける捕捉率は、具体的にどのような状況となっているのか。また、学校基本調査結果

との違いの原因は何か。 

４ 本調査においては、若年層における回答率が低いことが指摘されているが、これが本

調査事項（選択肢）の捕捉率に影響を与えていることはないのか。 

５ 追加時に想定していた利活用ニーズ等からみて、削除による支障等は生じないか。 
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ウ 健康食品の摂取状況を把握する調査事項の追加【健康票】 

健康食品（健康の維持・増進に役立つといわれる成分を含む、錠剤、カプセル、粉末

状、液状などに加工された食品）の利用状況を把握する調査事項を追加する。 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 現 行  

〔 新 設 〕 

 

 

（審査状況） 

厚生労働省において、平成29年度から食品衛生法（昭和22年法律第233号）の改正に向

けた検討を行っており、食品衛生法改正懇談会（座長：川西徹 国立医薬品食品衛生研

究所長）が平成29年11月に取りまとめた報告書を踏まえ、健康食品による健康被害を未

然に防止するため、法的措置による規制の強化も含めた実効性のある対策について検討

することとしている。 

このことを踏まえ、今後の規制の見直しに当たっての基礎情報として、サプリメント

など健康食品の摂取の有無を把握する調査事項を追加する計画である。 

これについては、政策ニーズへの対応を図るものであり、おおむね適当と考えるが、

利活用等の観点からみて、必要かつ適切なものとなっているか等について確認する必要

がある。 

 

（論点） 

１ 「健康食品」の摂取を調査事項とする統計調査等は、これまで実施されていないのか。 

２ 「健康食品」の範囲については、「記入のしかた」において示すこととしているが、

具体的にどのようなものが含まれるのか（「記入のしかた」のイメージ案）。また、そ

の内容は、食品衛生法等とも整合性を図ったものとなっているか。 

３ 本調査事項は、「健康食品の摂取の有無」のみを把握するものとなっているが、具体

的にどのような集計・分析を行なう計画か。また、その結果は、行政施策において、具

体的にどのような利活用が見込まれているのか。 

４ 利活用等の観点からみて、本調査事項の改善を図る余地はないか。また、本調査事項

以外に追加を求められている調査事項はないのか。 
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エ がん検診の受診状況等を把握する調査事項の変更【健康票】 

① 過去１年間におけるがん検診の種類別の受診状況等を把握する調査事項のうち、「子

宮がん（子宮頸がん）検診」、「乳がん検診」の項目を削除する。 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  
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② 過去２年間における「胃がん検診」の受診状況を把握する調査事項を追加する。 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  

〔 新 設 〕 

 

 

（審査状況） 

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（平成20年３月31日付け健

発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添。以下「指針」という。）において、子宮が

ん（子宮頸がん）検診及び乳がん検診については、２年に１回実施することとされてお

り、必ずしも毎年受診するとは限らないこと、及びこれまでの調査結果から過去１年間

におけるがん検診の受診状況等の傾向は把握できたことから、過去１年間におけるがん

検診の受診状況等の子宮がん（子宮頸がん）検診及び乳がん検診に係る項目を削除する

計画である。 

また、平成28年２月に改正された指針において、胃がん検診については、原則、50歳

以上の者を対象に２年に１回実施（ただし、胃エックス線検査については、当分の間、

40歳以上の者を対象に毎年実施しても差し支えない。）とされたことを踏まえ、過去２

年間における胃がん検診の受診状況等を把握する調査事項を新たに追加する計画である。 

    これらについては、指針におけるがん検診の実施に係る規定を踏まえて変更するもの

であることから、おおむね適当と考えるが、削除に伴う支障等が生じないか、また、利

活用等の観点からみて必要かつ適切なものとなっているか等について確認する必要があ

る。 

 

（論点） 

１ 指針において、今回の変更の対象となっている「子宮がん（子宮頸がん）検診」、「乳

がん検診」及び「胃がん検診」の実施については、具体的にどのように規定されている

のか。また、それ以外に本調査の把握対象としている検診内容の規定状況はどのように

なっているか。 

２ 過去１年間における子宮がん（子宮頸がん）検診及び乳がん検診の受診状況等に係る

調査結果については、これまでどのような集計・分析が行われて、その結果はどのよう

に推移しているのか（過去３回分）。 

３ 本調査結果については、行政施策において具体的にどのように利活用されているの

か。利活用の観点からみて、削除による支障等は生じないか。 

４ 胃がん検診については、従前から把握している過去１年間における受診状況等の傾向
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は把握できていると考えられるが、さらに過去２年間における受診状況等と平行して把

握することで、どのような集計・分析を行う計画か。指針の変更に合わせ過去２年間の

状況等のみを把握することで足りないのか。行政施策等において、具体的にどのような

利活用が見込まれているのか。 

５ 過去１年間に胃がん検診を受診している場合、過去２年間における受診状況等も同様

の回答となるため、報告者負担の軽減等の観点から、過去１年間に胃がん検診を受診し

ていない場合にのみ過去２年間における受診状況等について回答を求めるなど、見直し

を行う必要はないか。 

６ 過去１年間の胃がん検診の受診状況について、今後、どのような方針をもっていつま

で把握していくのか。 

７ 本調査事項について、その他利活用等の観点からみて、改善の余地はないか。 

 

 

オ ５月中に利用した介護サービスの種類を把握する調査事項の変更【介護票】 

調査実施年の５月中に利用した介護サービス（全額自己負担したものを含む。）を把

握する調査事項において、利用したサービスの種類に係る選択肢のうち、「訪問系サー

ビス」「通所系サービス」「小規模多機能型サービス等」それぞれに該当する具体的な

サービス内容を変更する。 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 現 行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（審査状況） 

介護保険制度に基づく介護サービスのうち、訪問系サービスの「介護予防訪問介護」

及び通所系サービスの「介護予防通所介護」については、介護保険法（平成９年法律第

123号）の改正により、平成27年度から平成29年度末までの間に、介護予防・日常生活支

援総合事業（注）に移行したことを踏まえ、本調査事項の選択肢のうち、「訪問系サービ

ス」の「介護予防訪問介護（※介護予防・日常生活支援総合事業における訪問系サービ

スを含む）」及び「通所系サービス」の「介護予防通所介護（※介護予防・日常生活支

援総合事業における通所系サービスを含む）」を、それぞれ「介護予防・日常生活支援

総合事業における訪問系サービス」「介護予防・日常生活支援総合事業における通所系

サービス」に変更する計画である。 

また、本調査事項の選択肢のうち、「小規模多機能型サービス等」の「複合型サービ

ス（訪問看護及び小規模多機能型居宅介護）」については、平成24年４月に「訪問看護」

と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせて提供するサービスとして創設されたが、

提供するサービス内容がイメージしにくいとの指摘も踏まえ、平成27年度介護報酬改定

において、「看護小規模多機能型居宅介護」と名称変更されたことを踏まえ、「看護小

規模多機能型居宅介護（複合型サービス）」に変更する計画である。 

    これらについては、法令や制度の改正に伴って変更するものであることから、適当と

考える。 

   （注）介護予防・日常生活支援総合事業とは、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画

し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等の方に対する効果的かつ効率

的な支援等を可能とすることを目指す事業。 
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カ 介護保険料所得段階を把握する調査事項の選択肢の変更【介護票】 

介護が必要な者が65歳以上の場合の介護保険料所得段階を把握する調査事項におい

て、選択肢のうち、「第１段階」と「第２段階」を統合し、「第１段階」に変更する。 

 

 変更案  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現 行  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（審査状況） 

介護保険法（平成９年法律第123号）の一部改正により、平成30年４月から、介護保険

料所得段階の見直しが行われ、従来の「第１段階」と「第２段階」の該当要件を統合す

る形で「第１段階」が設定されたことを踏まえ、本調査事項における選択肢についても、

従来の「第１段階」と「第２段階」を統合し、「第１段階」に変更する計画である。 

    これについては、介護保険法改正に伴って変更するものであることから、おおむね適

当と考えるが、利活用等の観点からみて必要かつ適切なものとなっているか等について

確認する必要がある。 

 

（論点） 

１ 介護保険料の所得段階については、具体的にどのように規定されているのか。 

２ 本調査事項において、介護保険料所得段階の「第１段階」に該当する者のみを選択肢

として設けている理由は何か。 

３ 本調査事項の結果については、これまでどのような集計・分析が行われてきたのか（過

去３回分の調査結果データを含む。）。また、行政施策において、具体的にどのように

利活用されてきたのか。 

４ 利活用等の観点からみて、改善の余地はないか。 
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キ 行政記録情報等の活用状況等について 

（審査状況） 

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成30年３月６日閣議決定）では、各府

省は、引き続き、統計調査の企画に当たって、行政記録情報等の活用可能性を事前に精

査・検討し、調査事項の縮減や代替を図ることとされていることから、本調査の調査事

項のうち、行政記録情報の活用状況等について確認する必要がある。 

 

（論点） 

調査の効率化及び報告者負担の軽減等の観点から、行政記録情報等を活用して、調査事

項の縮減を行なった例はあるか。また、本調査に活用可能な行政記録情報等はないのか。 

 

 

（２）調査方法の変更 

ア 簡易調査における面接配布不能世帯を対象とした郵送による調査票回収の導入 

 回収率の向上や非標本誤差の縮小の観点から、2020年に実施する簡易調査以降、従来の

調査員による調査票の回収を基本としつつ、調査員が面接して調査票を配布できない世帯

を対象として郵送による回収も可能となるよう変更する。 

（審査状況） 

    本調査においては、従来、調査員が調査対象世帯を訪問し、面接の上で調査票を配布

し、調査票への記入後、調査員が当該世帯を再度訪問して直接回収する方式としている。 

しかしながら、近年、特に都市部における若年層や単身世帯からの回収率が低く、非

標本誤差の原因ともなっていることから、「諮問第 82号の答申 国民生活基礎調査の変

更について」（平成 28年１月 21日付け府総委第 19号。以下「前回答申」という。）にお

いて、回収率の向上に向けた調査方法について検討するよう、今後の課題として指摘さ

れている。 

 

〔「今後の課題」における記述（抜粋）〕 

（１）本調査における非標本誤差の縮小に向けた更なる取組 

ウ 回収率の向上に向けた調査方法の検討 

非標本誤差の縮小を図るため、平成29年以降の本調査の簡易調査実施時に合

わせて面接不能世帯を対象とした「郵送回収」の試行的な検証を検討している

ところ、それを通じて、現在回収率が低く非標本誤差の原因ともなっている若

年齢層や単身世帯等における回収状況について十分検証する必要がある。 

 

具体的には、当時、厚生労働省において、調査票提出期限までに調査員が面接の上で

調査票を配布できなかった世帯（以下「面接配布不能世帯」という。）を対象とした調

査票の郵送回収の試行的な検証について検討中としたため、郵送回収による調査票の記

入内容の正確性を確保するための実効性のある具体的な取組について検討するとともに、

試行的な実施を通じ、都市部における若年層や単身世帯等からの回収状況について十分

検証すること、郵送回収の実効性を確保する上で重要と考えられる未回収世帯の属性等

に係る欠票情報（注）をより適切かつ的確に把握する方策についても検討することとされ
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た。 

このため、厚生労働省は、平成 29年に実施した試験調査による検証結果も踏まえ、再

来年の 2020 年に実施する簡易調査から、面接配布不能世帯を対象とした郵送による調査

票回収の方法を導入する計画である。 

これについては、回収率の向上等に資するものであることから、おおむね適当と考え

るが、郵送回収の導入時期として適切か、前回答申における今後の課題を踏まえた対応

として十分かつ適切なものとなっているか等について確認する必要がある。 

     

（注）欠票理由として考えられるのは、①死亡、②転居、③住所不明、④長期不在（入院・入所等）、⑤長期不在（入院・

入所等以外）、⑥一時不在、⑦拒否、⑧面接不能等の事由。前回の答申における今度の課題では、欠票情報の把握方

法として、あらかじめ「単位区別世帯名簿」上に一覧的な形で記載し、調査員は該当する番号を「単位区別世帯名簿」

中の所定の欄に記載する形とするなど、調査員にあまり負担をかけないで把握する方法で、世帯名簿等による未回収

世帯に係る「欠票情報」をより的確な把握、集計・分析することで、より効果的かつ効率的な回収率向上方策につい

て検討する必要があるとしている。 

 

  （論点） 

１ 本調査については、これまでどのような回収率や結果精度の向上方策を講じてきた

か。また、その間、回収率はどのように推移しているのか。 

２ 本調査の調査員については、大規模調査と簡易調査のそれぞれにおいて、何人の確保

が必要となっているのか。また、どのような方法で確保しているのか。近年の調査に従

事した調査員の年齢構成等からみて、今後も継続的に確保することは可能か。 

３ 平成29年に実施した試験調査では、具体的にどのような調査計画により、どのような

検証を行い（調査計画の概要、具体的な検証事項等）、どのような結果が得られたのか

（調査方法（調査員・郵送）別・世帯属性別等（一般世帯、若年齢層、単身世帯、都市

部の世帯等）による回収率・有効回答率、未回収世帯に係る欠票情報に係る集計・分析

結果、郵送回収の導入に当たっての課題・問題点等）。試験調査結果については、どの

ように評価・分析しているのか。 

なお、従事した調査員の属性（経験年数、年齢構成等）はどのようになっているか。 

４ 前回答申以降、郵送回収の導入に当たり、調査経由機関となる地方公共団体からの意

見等の把握は行っているか。行っている場合は、その把握方法（把握対象・把握事項・

把握方法等）及び把握結果は、どのようなものか。 

５ 郵送回収の導入に向け、調査票の記入内容の正確性の確保や回収率向上の実効性を確

保する観点から、具体的な取組としてどのような取組を行うのか。 

６ 郵送回収の導入時期を再来年（2020 年）に実施する簡易調査からとする理由は何か。

来年（2019年）に実施する大規模調査から導入する支障は何か。 

７ 郵送回収の導入対象を面接配布不能世帯に限定する理由は何か。回収率の向上、報告

者の利便性の向上、調査事務の効率化等の観点からも、導入の対象範囲を拡大する余地

はないか。また、これまでの調査において、密封提出・郵送提出を求められた場合、ど

のように対応しているのか。 

８ 回収率の向上及び非標本誤差の縮小の観点から、来年（2019 年）に実施する大規模調

査において、他にどのような調査方法の改善に取り組むこととしているのか。また、今
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後、引き続き、調査方法について見直し・検討すべき課題として、どのような課題を考

えているのか。 

 

 

イ オンライン調査の導入検討状況 

（審査状況） 

    本調査においては、若年単身世帯の捕捉率の改善や報告者の利便性の向上、実査機

関・調査員の事務負担軽減、正確な統計作成等の観点から、前回答申において、オンラ

イン調査の導入に向けた具体的な取組についても引き続き検討するよう、今後の課題と

して指摘されている。 

 

〔「今後の課題」における記述（抜粋）〕 

（１）本調査における非標本誤差の縮小に向けた更なる取組 

ウ 回収率の向上に向けた調査方法の検討 

オンライン調査については、都市部を中心とした若年単身世帯の捕捉率の改

善に資することが期待されることや、報告者の利便性の向上、実査機関及び調

査員の事務負担の軽減、正確な統計作成など多くのメリットがあり、また、今

後の情報通信技術の更なる進展に伴い、中長期的にはその導入に向けた具体的

な取組の検討が求められることが想定される中、導入を図る上で必要な環境整

備（政府統計共同利用システムの改善等）等を踏まえ、引き続き検討していく

必要がある。 

 

これについては、現在の検討状況等について確認する必要がある。 

 

（論点） 

前回答申以降、オンライン調査の導入に向け、具体的にどのような取組・検討を行って

いるか。その際、スマートフォン等での対応も検討の対象となっているか。 

 

 

（３）集計事項の変更 

集計事項について、①調査事項の追加・削除に伴う集計事項の追加・削除、②集計事項

の表記の変更、③集計対象とする者の年齢の変更、④重複する集計事項の削除を行う。 

（審査状況） 

集計事項について、①調査事項の追加・削除等に伴い、調査結果として作成される集

計事項（結果表）の追加・削除、②統計利用者の分かりやすさ等の観点からの集計事項

の表記の変更、③「パート・アルバイトをしている者及び希望している者」（世帯票、健

康票及び所得票）及び「主に仕事をしている者」（所得票）の集計対象年齢を「35歳未満」

から「45歳未満」に変更、④所得票及び貯蓄票に係る集計事項のうち、他と集計内容が

重複する集計事項（２表）を削除する計画である。 

本調査結果から得られる集計事項は、政策課題を検討する上での有用な情報を提供す
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るとともに、広く統計利用者のニーズにも応えようとするものであること等から、おお

むね適当と考えるが、具体的にどのような集計表が作成され、どのような分析が可能に

なるのか、表章区分等は適当か等について確認する必要がある。 

 

（論点） 

１ 調査事項の追加・削除に伴い、追加・削除される結果表の表章（様式）は、具体的に

どのようなものか。追加する調査事項に係る集計事項としては、調査結果の利活用等の

観点からみて、十分かつ適切なものとなっているか。 

２ 「パート・アルバイトをしている者及び希望している者」（世帯票、健康票及び所得

票）及び「主に仕事をしている者」（所得票）の集計対象年齢を「35 歳未満」から「45

歳未満」に変更する理由は何か。調査結果の継続性の観点からみて、支障等は生じない

か。また、調査結果の利活用等の観点からみて、十分かつ適切なものとなっているか。 

３ 他と集計内容が重複するため削除する所得票及び貯蓄票に係る結果表の表章（様式）

は、具体的にどのようなものか。これと重複するとしている結果表の表章（様式）は、

具体的にどのようなものか。調査結果の代替可能性や利活用等の観点からみて、削除に

よる支障等は生じないか。 

４ その他作成される結果表については、年齢階層区分の見直しなど集計事項の改善意

見・要望や、調査結果の利活用等の観点からみて、改善を図る余地はないか。 

 

 

２ 「諮問第82号の答申 国民生活基礎調査の変更について」（平成28年１月21日付け府統委第

19号）における今後の課題への対応状況について 

（１）本調査における非標本誤差の縮小に向けた更なる取組について 

ア 本調査及び国勢調査の調査対象世帯に係る属性等の比較・検証 

〔「今後の課題」における記述〕 

本調査は国勢調査の調査区から調査対象の地区を抽出（約5,500地区）の上、更に調査

時点において改めて準備調査を行って世帯名簿を作成している。そこで、本調査の準備調

査結果と国勢調査の乖離の程度や傾向について、世帯属性や年齢構成等の比較・検討を行

い、本調査が実施する対象の実態を正確に把握する必要がある。 

具体的には、本調査と国勢調査が同時期に実施された平成22年調査をもって、また、同

一の調査地区・調査区に係る詳細な分析が可能な平成25年調査をもって、世帯属性や年齢

構成等の比較・検証を一定の地域レベルで実施することで、本調査結果の代表性を明らか

にし、精度の向上に向けた検討に当たっての基礎情報としていくことが必要である。 

なお、上記の国勢調査との比較・検証に当たっては、本調査の準備調査結果のみならず、

世帯票及び所得票についても原データレベルの情報をもって、回収結果の世帯属性や年齢

構成等の分布に係る検討を行う必要がある。 

（審査状況） 

１ 本調査については、かねてより、国勢調査の結果と比較した場合、若年層や単身世帯

に係る世帯数の分布において乖離がみられることについて、世帯構造や年齢層等に応じ

た調査票回収率の偏りによる非標本誤差が原因であることが指摘されている。 
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これを踏まえ、前回の大規模調査である平成28年（2016年）調査に係る人口・社会統

計部会の審議において、厚生労働省は、有識者による研究会を立ち上げて検討した結果、

世帯票及び所得票の推計方法について、幾つかの方法により検証を行ったものの、補正

結果が補正しない場合よりも良くなったかどうかを含めて、有効性が確認できないとし

て、直ちに乖離の縮小の改善を図ることは困難と報告した。 

 

２ しかしながら、当該課題への対応としては不十分との判断から、前回答申では、本調

査結果の代表性を明らかにするとともに、精度向上に向けた検討に当たっての基礎情報

とするため、本調査の準備調査結果と国勢調査における同一の調査地区・調査区内の世

帯属性や年齢構成等の比較・検証を行い、本調査の調査対象世帯の実態を正確に把握す

るよう、今後の課題として指摘されている。 

具体的には、同じ平成22年に実施された本調査（大規模調査）の準備調査結果と国勢

調査結果、また、平成22年国勢調査の調査区情報を基に調査対象地区の抽出を行ってい

るため、同一の調査地区・調査区に係る詳細な比較・分析が可能な平成25年の本調査（大

規模調査）の準備調査結果と平成22年国勢調査結果をもって、世帯属性や年齢構成等の

比較・検証を行うこと、また、その際、本調査の準備調査結果のみならず、世帯票及び

所得票についても原データレベルでの情報を用いて、回収結果による世帯属性や年齢構

成等の分布に係る検証を行うことを求めたものである。 

 

３ これを踏まえ、厚生労働省は、平成22年の本調査と平成22年国勢調査、また、平成25

年の本調査と平成22年国勢調査の結果を用いて調査対象世帯属性の属性等に係る比較･

検証を行ったとしているが、具体的にどのような比較・検証を行い、どのような結果が

得られたのか、また、前回答申における今後の課題への対応として十分かつ適切なもの

となっているか等について、確認する必要がある。 

 

（論点） 

１ 本調査の準備調査と国勢調査における調査対象世帯の世帯属性や年齢構成等につい

て、具体的にどのような比較・検証を行い、どのような結果が得られたのか（検証結果

データを含む。）。 

２ 世帯票及び所得票の回収結果における世帯属性や年齢構成等の分布について、具体的

にどのような比較・検証を行い、どのような結果が得られたのか（検証結果データを含

む。）。 

３ 本調査結果の精度向上に向けた検討に資する観点から、当該比較・検証結果について

は、十分かつ適切なものとなっているか、更なる取組の余地はないか。 

 

 

イ 本調査結果及び国勢調査結果の分布に係る乖離の縮小に向けた検討 

〔「今後の課題」における記述〕 

国勢調査の分布である母分布と本調査結果（推計値）の分布を比較すると、上記２（３）

アのとおり、若年層や単独世帯に係る世帯数の分布において乖離が認められる。このため、

厚生労働省は、現行の推計方法の妥当性とともに、更なる精度向上等を図る観点から推計

方法の見直しについて検討する必要がある（注）。 

（注）本調査では、現在は推計人口を用いた推計等を行っており、推計に当たっては世帯属 性を考慮してい

ないことから、単独世帯や若年世帯の回収率が比較的低いこと等により世帯属性分布に歪みが生じること
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が考えられる。このような歪みを補正する方法として、世帯属性別の事後層化による推計について検証を

行い、推計方法の見直しを行うことが考えられる。 

（審査状況） 

１ 本調査については、全世帯を対象として実施している国勢調査結果と推計値である本

調査結果を比較すると、上記（１）アのとおり、若年層や単身世帯に係る世帯数の分布

において乖離が認められることを踏まえ、前回答申では、現行の推計方法の妥当性とと

もに、更なる精度向上等を図る観点から、推計方法の見直しについて検討するよう指摘

されている。 

具体的には、現在は、人口推計（総務省が作成する基幹統計）を用いた推計等を行っ

ているが、世帯属性を考慮せずに推計を行っていることから、単独世帯や若年世帯の回

収率が比較的低いこと等により、世帯属性分布に歪みが生じていることが考えられるた

め、このような歪みを補正する方法として、世帯属性別の事後層化による推計について

検証を行い、推計方法の見直しを行うことが考えられるとされたところである。 

 

２ これを踏まえ、厚生労働省は、有識者で構成される「国民生活基礎調査の非標本誤差

の縮小に向けた研究会」において、過去に試みた幾つかの無回答世帯の補正方法につい

て、調査年次を変えて改めて試算を行ったものの、いずれも有効な方法は見当たらず、

現行の推計方法により行うことが適当と判断したとしている。 

 

３ これについては、どのような推計方法について検証を行い、どのような結果が得られ

たのか、前回答申における今後の課題を踏まえたと対応として十分かつ適切なものとな

っているか、その他乖離の縮小に向けた取組の検討の余地はないか等について、確認す

る必要がある。 

 

（論点） 

１ 現行の推計方法以外に、具体的にどのような推計方法により比較・検証を行い、どの

ような結果が得られたのか（検証結果データを含む。）。 

２ 前回答申で具体的に示された世帯属性別の事後層化による推計方法については、どの

ような検証結果が得られたのか（検証結果データを含む。）。 

３ 各推計方法による検証結果を踏まえ、具体的にどのような理由から、現行の推計方法

が適当と判断したのか（研究会における具体的な検討経過・結果を含む。）。 

４ 本調査における非標本誤差の縮小に向けた取組として、これまで具体的にどのような

取組を行ってきたのか。今回の変更計画では、回収率向上に資するため、再来年（2020

年）に実施する簡易調査から面接困難世帯のみを対象とした郵送回収の導入を計画して

いるが、来年（2019 年）に実施する大規模調査では、どのような取組を行うのか。 

５ 今後、調査員の確保や統計調査を取り巻く環境がますます厳しさを増すと想定される

中、推計手法の見直しや調査手法の改善に、引続き取り組むことを考えているのか。 

６ 本調査における非標本誤差の縮小に向けた対応として、今回の変更計画における対応

状況は十分かつ適切なものとなっているか。回収率向上や推計方法の見直しの余地を含

め、更なる取組について検討の余地はないか。 
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ウ 回収率の向上に向けた調査方法の検討 

〔「今後の課題」における記述〕 

非標本誤差の縮小を図るため、平成 29 年以降の本調査（簡易調査）実施時に合わせて

面接不能世帯を対象とした「郵送回収」の試行的な検証を検討しているが、「郵送回収」

による調査票では記入内容の正確性が確保されないおそれもある中、実効性のある具体的

な取組について検討する必要がある。その際、「郵送回収」の試行的な実施を通じて、現

在回収率が低く非標本誤差の原因ともなっている若年齢層や単身世帯、都市部の世帯にお

ける回収状況について十分検証する必要がある。 

なお、「郵送回収」の実効性を確保する上で重要と考えられる未回収世帯に係る「欠票

情報」については、従来から一定の情報を把握しているが、今後の回収率向上に向けた方

策を検討する上で有用な情報と考えられるため、当該情報をより適切かつ的確に把握する

方策について積極的に検討する必要がある（注）。  
 
（注）「欠票情報」は、欠票理由として考えられる①死亡、②転居、③住所不明、④長期不在（入院・入所等）、

⑤長期不在（入院・入所等以外）、⑥一時不在、⑦拒否、⑧面接不能等の事由をあらかじめ「単位区別世

帯名簿」上に一覧的な形で記載し、調査員は該当する番号を「単位区別世帯名簿」中の所定の欄に記載す

る形とするなど、調査員にあまり負担をかけないで把握する方法が考えられる。世帯名簿等による未回収

世帯に係る「欠票情報」のより的確な把握、集計・分析により、より効果的かつ効率的な回収率向上方策

について検討する必要がある 

 

本課題に係る審査状況及び論点については、上記１の「（２）調査方法の変更について」

のア及びイのとおり。 

 

 

（２）調査業務の効率化のための検討について 

〔「今後の課題」における記述〕 

本調査の調査単位区の設定に係る準備調査等の在り方等について、調査業務全般の効率

化や調査方法の改善を図る観点から検討する必要がある。また、この検討に当たっては、

所得に係る情報の精度の確保・向上に十分留意する必要がある。 

（審査状況） 

    本調査については、第Ⅱ期となる「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成26年

３月25日閣議決定）において、所得票及び貯蓄票による調査結果の都道府県別表章が可能

となるよう、標本規模の拡大について検討することが求められたものの、その実現のため

には、大規模調査における世帯票と同程度の報告者数への拡大（約５万世帯から約27万7000

世帯）及び調査員の確保（約2,000人から約１万1000人）が必要となるため、前回答申にお

いて、昨今の統計リソースを踏まえれば事実上困難との結論もやむを得ないものとされた。 

しかしながら、その一方で、前回答申では、所得に係る情報の精度の確保・向上に留意

しつつ、既存の統計リソースを効果的かつ有効に活用していく観点から、準備調査等の在

り方を通じた調査業務全体の効率化や調査方法の改善について検討することを求めたもの

である。 

これを踏まえ、厚生労働省は、平成22年国勢調査と平成27年国民生活基礎調査準備調査

における地区別の世帯数を比較・検証したところ、両調査の世帯数に乖離が生じており、

準備調査等を実施せず、機械的に調査単位区の設定を行った場合には、所得票調査時点に

おいて世帯数との乖離が生じ、本来想定した世帯数が確保できないこととなり、調査精度
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の確保が困難となるとして、調査員が現地に赴き世帯数を確認の上で単位区設定を行う現

行の準備調査を引き続き実施することとしている。 

これについては、具体的にどのような検証・検討が行われたのか、当該検証・検討結果

等を踏まえ、課題への対応状況としては、十分かつ適切なものとなっているか、更なる取

組の余地はないか等について確認する必要がある。 

 

（論点） 

１ 当該課題において、準備調査の在り方については、具体的にどのような検証・検討が

行われたのか（具体的な検討・検証結果のデータを含む。）。また、準備調査にとどま

らず、調査業務全体の効率化や調査方法の改善の観点から、どのような検証・検討が行

われたのか。 

２ 当該検証・検討結果等も踏まえ、当該課題への対応状況としては、十分かつ適切なも

のとなっているか。調査精度の確保・向上に留意しつつ、統計リソースの効果的な活用

を図る観点から、準備調査を含め、調査業務全体の効率化や調査方法の見直し・改善等

を図る余地はないか。 

 

 

（３）本調査の調査設計等に関する情報提供の充実について   

〔「今後の課題」における記述〕 

厚生労働省のウェブページ上に現在掲載されている情報は、調査の目的、沿革、調査対

象、推計方法等であるが、統計利用者等の利便性の観点から改善を図る必要がある。 

これらの情報は、統計の品質を示す重要な要素となるものであり、本調査結果に対する

信頼性を確保する観点からも、本調査が集落抽出法という特徴的な標本設計により実施さ

れていることを踏まえ、以下の事項について、①、②及び③ⅰ）はすみやかに、また、③

ⅱ）及び④は具体的な工程表に基づき、詳細かつ国民にとって分かり易く公表・提供を行

う必要がある。 

① 抽出方法（抽出率、目標精度等抽出方法の具体的な考え方） 

② 調査方法等（調査の実施系統、調査手法、調査関係業務の実施スケジュール等） 

③ 推計方法 

ⅰ）推計方法の具体的な考え方及び方法 

ⅱ）推計方法に関する検討状況 

④ 結果精度に関する情報 

ⅰ）地域区分別等の回収率、有効回答率等 

ⅱ）本調査（準備調査結果）と国勢調査の調査対象世帯の属性等の比較状況 

ⅲ）本調査結果と国勢調査の分布の状況 

⑤ その他本調査結果の利用に資する情報 

 

なお、抽出方法に係る情報の公表・提供に当たっては、本調査が採用している集落抽出

法による標本設計の考え方や調査対象の選定方法等も含め、詳細かつ国民にとって分かり

やすい形で行う必要がある。 

 （審査状況） 

   本課題は、本調査結果に対する信頼性を確保するとともに、本調査が集落抽出法とい

う特徴的な標本設計により実施されていることを踏まえ、統計利用者の利便性の観点か
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ら、統計の品質を示す重要な要素となる事項について･適切に情報提供を行うよう求めた

ものである。 

これを踏まえ、厚生労働省は、今後の課題に掲げられている上記①～⑤の事項のうち、

④ⅰの「地域区分別等の回収率、有効回答率等」については、現在、掲載の可否等につ

いて検討中としているが、それ以外の事項については、既に厚生労働省ウェブページ上

に掲載済みとしている。 

これについては、統計利用者の利便性、調査結果に対する信頼性の確保等に資するも

のであることから、おおむね適当と考えるが、公表・提供している情報内容の更なる見

直し・改善の余地がないか等について確認する必要がある。 

 

（論点） 

１ 上記①から⑤の事項（ただし、④ⅰの事項を除く。）については、厚生労働省のウェ

ブページ上において、いつ、どのよう内容の情報が公表・提供されているのか。公表・

提供されている情報は、統計利用者にとって容易にアクセス可能であり、十分かつ適切

な掲載内容となっているか。 

２ 掲載の可否等について検討中としている④ⅰの「地域区分別等の回収率、有効回答率

等」については、どのような検討状況となっているか。未だに公表・提供に至っていな

い理由等は何か（課題や問題点など）。いつまでに検討・整理を行う予定としているか。 

３ 本調査結果の利活用等に資する観点から、更なる情報の公表・提供や、公表・提供さ

れている情報内容の見直し・改善を図る余地はないか。 

 

 

 


